
フロン類の引取り・破壊の体制整備について 

  
                                                      自動車再資源化協力機構 

１．破壊施設及び指定引取場所 
 

地 域 性 、物 流 効 率 化 、経 済 性 等 を考 慮 のうえ以 下 の分 類 により、新 たにフロン類

の破 壊 業 者 （指 定 引 取 場 所 ）の選 定 を行 い、来 年 １月 １日 の自 動 車 リサイクル法

本 格 施 行 後 の回 収 済 みフロン類 の引 取 り及 び破 壊 のための体 制 を整 備 している。 

                                   ・・・・・・・・〔右 記 参 照 〕 
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２．指定引取場所までの運搬 
 

回 収 済 みフロン類 の指 定 引 取 場 所 までの運 搬 については、フロン回 収 破 壊 法 と同

様 に、フロン類 回 収 業 者 が提 携 運 搬 会 社 のヤマト運 輸 （株 ）に運 賃 着 払 いにて運

搬 の委 託 を行 う簡 便 な方 式 を利 用 することが可 能 。 

※ヤマト運輸（株）の運搬委託を利用しない場合、フロン類回収業者が自らまたは他の運

搬業者へ委託することにより、指定引取場所に運搬する。 

 

 

指定引取場所 都道府県 

（フロン類回収業者（発送拠点経由の

場合は発送拠点）の所在地） パレット ボンベ 
破壊施設 

北海道 早来工営（株）札幌工場 同左 

青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 

栃木 群馬 埼玉 新潟 富山 石川 

福井 長野 岐阜 

日曹金属化学（株）会津工場 同左 

茨城 千葉 東京 神奈川 山梨 静岡 旭硝子（株）千葉工場 同左 

愛知 三重  竹中高圧工業（株） 

滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
西中国エアー 

ウォーター（株） 
（株）ダイオー 

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 

香川 愛媛 高知   
西中国エアーウォーター（株） 

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 
西中国エアー 

ウォーター（株） 
（株）九酸 

イネオスケミカル(株) 

三原製造所 

鹿児島 サツマ酸素工業（株） 同左 

沖縄 沖縄県フロン回収・処理事業協同組合 同左 

 

 

 

施設分類 施設の位置づけ及び選定要件 破壊施設 

① 基幹施設 

＜施設の位置づけ＞ 

国内で回収するカーエアコン用フロン類

の大半を処理出来る充分な能力を有す

る大型破壊施設 

＜選定要件＞ 

・破壊受入処理能力が２００トン／年以

上であること 

・競争力のある処理コスト 

○日曹金属化学（株） 

会津工場（福島県） 

 

○旭硝子（株） 

千葉工場（千葉県） 

 

○イネオスケミカル（株） 

三原製造所（広島県） 

②特別区域施設 

（北海道、沖縄、奄美

諸島含む鹿児島） 

＜施設の位置づけ＞ 

フロン類回収業者から基幹施設に大型

ボンベ等を運搬するとした場合、相対的

に多くの日数を必要とする地域を担当

する破壊施設 

＜選定要件＞ 

・上記の支障が解消可能な施設である

こと 

・競争力のある処理コスト 

○早来工営（株） 

札幌工場(北海道) 

 

○サツマ酸素工業（株） 

     (鹿児島県) 

 

○沖縄県フロン回収・処理事

業協同組合（沖縄県） 

③自社回収破壊施設 

＜施設の位置づけ＞ 

フロン類破壊業者が、自らフロン類回収

業者として回収したフロン類の場合、他

施設への運搬は効率的でないことか

ら、当該業者において破壊処理を行う

施設（取扱台数が一定以上であること

が前提） 

＜選定要件＞ 

・フロン類の回収台数が６０００台／年

以上であること 

・フロン類の運搬のための費用が発生し

ないこと 

・競争力のある処理コスト 

○カースチール（株） 

      （群馬県） 

 

○ハリタ金属（株）       

（富山県） 

 

○（株）伸生  (大阪府) 

 

 

 

 

 

資料３－２

破壊施設及び指定引取場所の配置図 

破壊施設及び指定引取場所一覧 

北海道

沖縄

日曹金属化学（株）会津工場

サツマ酸素工業（株）

イネオスケミカル（株）三原製造所

旭硝子（株）千葉工場

早来工営（株）札幌工場

沖縄県フロン回収・処理
事業協同組合

○特別区域施設（３ヶ所）

●自社回収破壊施設（３ヶ所）

☆破壊施設がイネオスケミカルの場合

の指定引取場所（４ヶ所）

◎基幹施設（３ヶ所）

○特別区域施設（３ヶ所）

●自社回収破壊施設（３ヶ所）

☆破壊施設がイネオスケミカルの場合

の指定引取場所（４ヶ所）

◎基幹施設（３ヶ所）

カースチール（株）

ハリタ金属（株）

（株）伸生


